
 

 
 
 

※見えるところに掲示してお使いください。 

学校からの連絡は、「マチコミ」または「ライデンスクール」を通じて連絡します。 

 

１ 大雨・暴風・洪水のいずれかの警報が富士市に発表されたとき 

○ 登下校中の場合 → 自分の家か学校か近い方に避難する。 
○ 在校中の場合  → 15:00 を過ぎても解除されなければ、保護者は学校からの連絡を待つ。 
○ 在宅中の場合  → 自宅待機をし、学校からの連絡を待つ。 

２ 震度５弱以上の大規模地震が発生したとき 

○ 登下校中の場合 → 自分の家か学校か近い方に避難する。 
学校に避難した場合は｢在校中の場合｣に同じ。 

○ 在校中の場合  → 保護者は迎えに行く。 
○ 在宅中の場合  → 自宅待機をし、学校からの連絡を待つ。 

 

 

 

３ 南海トラフ地震に関連する情報が発表されたとき 

   南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連す

るかどうか調査を開始した場合、状況に応じて以下のキーワードで南海トラフ臨時情報が発表さ

れる。 

(1) 「①調査中」「②巨大地震注意」「④調査終了」のとき 

通常通り学校の教育活動を行う。 

(2) 「③巨大地震警戒」のとき 

○ 登下校中の場合 → 自分の家か学校か近い方に避難する。 
○ 在校中の場合  → 原則、学校に留め置く。保護者が希望すれば、引き渡す。 
〇 在宅中の場合  → 自宅待機をし、学校からの連絡を待つ。 
「③巨大地震警戒」が発表されたときは、安全確保や今後の学校運営に関わる協議等のため、３

日間程度の臨時休校とする。 
４ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）警報が、登校前、静岡県に出されたとき  

「１」と同様の対応とする。 
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５ 学校からけがや病気の連絡があったとき 

○ 通常  → 学校へ子どもを迎えに行く。場合によっては病院へ連れて行く。 
○ 緊急時 → 学校へ行き救急車に同乗する。学校が病院へ連れて行った場合は、直接病院へ行く。 

６ インフルエンザ等感染症の疑いがあるとき 

① 登校せず病院へ連れて行き、診断結果を学校へ報告する。 
② 病院で出席停止を告げられたら 
ア 出席停止と登校証明書の用紙を学校に受け取りにくる｡ 

兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が持ち帰る。 
イ 医師から登校許可の判断が出たら登校証明書に記入してもらい、登校後提出する。 

７ 不審者に遭遇したとき 

① 子どもは近くの家に避難する。 
② 最初に警察（富士警察署５１－０１１０）へ電話し詳しい内容を伝える。 

＜警察へ伝える内容＞日時、場所、不審者の特徴、車のナンバーなど 
警察による不審者の身柄確保、被害の拡大防止につなげるため。 

③ 学校へ連絡する。 
※在校中に情報があった場合は、状況に応じて学校から対応について連絡する。 

８ 交通事故に遭ったとき（保護者の運転で交通事故に遭ったときも同様） 
① 救急車を要請する。 
② 学校へ連絡する。 

※状況に応じて､学校から家庭へ対応を連絡する。 

９ 校区の事件発生・危険動物の出没等 

① 最初に警察へ連絡する。 
② 学校へ連絡する。 

※状況に応じて､学校から家庭へ対応を連絡する。 

※在校中に情報があった場合は、状況に応じて学校から対応について連絡する。 


